
  

令和６年度年末調整マニュアル

（派遣スタッフ用）
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令和６年度の年末調整申請についてご案内いたします。

昨年同様、年末調整申請方法はＮＥＯ（マイページ）からの入力申請となります。

令和６年分所得税について、定額による所得税の特別控除（以下「定額減税」）が実施されています。

　年末調整の際には、年末調整時点の定額減税の額（以下「年調減税額」といいます。）を算出し、

　年間の所得税額の計算を行います。（すでに定額減税対象者は精算の形となります）

　【年調減税対象者】

　　☞　納税者本人（派遣スタッフ本人）

合計所得金額が1,805万円（年収が2,000万円）以下となります。

令和６年6月２日以降に入社の方で扶養控除申告書を提出された方は対象となります。

【始めに】　令和６年度　年末調整申請の概要
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☞ 同一生計配偶者

控除対象配偶者（年間所得金額が48万円「給与収入103万円」以下の人）は対象となります。

☞　扶養親族

令和6年12月31日の現況を判定基準とするため、6/2以降にに生まれた子どもも年調減税の対象であり、

定額減税の対象とした扶養親族が令和6年6月2日以降に死亡した場合、その親族の死亡日時点で

控除対象扶養親族の要件を満たしていれば扶養控除の適用を受けることができます。

配偶者控除、
配偶者特別控除（但し、年調減税対象外）
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☞　手順書に従って全員必ず実施をしてください。【期日　11月29日(金)】

※申請期間以外は申請頂けません。

☞　年末調整による還付及び徴収は前回同様、１月２０日給与での調整となります。

予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

☞　生命保険などの控除の証明書につきましては、原紙のご提出が必要です。

年末調整で控除する場合は、必ず原紙の提出をお願いします。

原紙の提出ができない場合は、各自で確定申告を行って頂く必要がございますのでご留意くださいますよう

お願いいたします。

☞　公的年金受給者の方、不動産収入などの所得がある方は控除額判定のために概算公的年金などの

収入額を入力していただきますが、確定申告が必要となりますので、忘れずに申告していただきますよう

お願いします。

☞　申請に伴うご質問は各オフィスの担当者までご連絡ください。

☞　年末調整申請にあたり、下記の事前準備をお願いします。

① 前職の源泉徴収票(対象者のみ)

② 保険料控除証明書（電子データ対応はできませんので、紙提出でお願いします）

③ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書（残高証明書）

④ 給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書

☞　マイページへログインして年末調整に関するお知らせを確認します。

URL https://cloud.staffexpress.jp/mcpartners/neo/index.php

または　エムシーパートナーズホームページ（☟）から

年末調整申請事前準備

【年末調整実施にあたってのお願い】
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[お知らせ]に年末調整関係のお知らせが

表示されていたら確認します。

内容を確認します。

年末調整の申請時期になったら申請を

行ってください。

マイページにログイ

⇙
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☞　年末調整申請の起動を行います。

① NEO画面右上の[メニュー]を選択します。

② [年末調整申請]のメニューを選択します。

☞　令和6年12月31日時点の申告内容の確認を行います。

① 今年の12月31日時点の本人情報・扶養

控除情報の確認画面が表示されます。

[給与所得者の扶養控除等(異動)申告書]を

開き、今年の12月31日時点の情報に変更が

ないか確認します。

② 確認の結果、「変更なし」の場合は

「変更あり」の場合は

をクリックします。

年末調整申請手順
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① 【始めに】 令和６年度 年末調整申請の概要

を参考に確認をお願いします。

②　変更ありの場合は「扶養控除手続き」画面に

遷移しますので申告をお願いします。

❶　扶養控除申請の内容確認
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☞　令和7年1月1日時点の申告内容の確認を行います。

① 来年の1月1日時点の本人情報・扶養控除

情報の確認画面が表示されます。

[給与所得者の扶養控除等(異動)申告書]を

開き、来年の1月1日時点の情報に変更が

ないか確認します。

② 確認の結果、「変更なし」の場合は

「変更あり」の場合は

をクリックします。

③ 変更ありの場合は「扶養控除手続き」画面に

遷移しますので申告をお願いします。

④ 今年もしくは来年の申告内容に変更があった

場合は「プロフィール申請の扶養控除情報を

確認しています。」の画面に進みます。

⑤ 変更なしの場合は「年末調整の対象かを

年末調整の対象かを確認してください」の画面

に進みます。

☞　今年または来年の申告内容に変更があった場合は下記の画面となり、各オフィス担当者の申請承認が

必要になりますので、しばらく承認されるまでお待ちください。

① 申告をされた方は、各オフィス担当に連絡

お願いします。

それにより、速やかに承認行為がなされます。
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1. 申請に必要な書類の準備

住宅ローン控除は2年目から年末調整対象となります。1年目は確定申告を行ってください。

2. 年末調整申請画面

① 申請に関する詳細はガイドにて確認できます。

② 申告内容を選んで申告を行います。

年内に各種保険料をお支払いされた方 保険料控除証明書

住宅ローン控除を申請される方

❷　年末調整申請

対象者 必要書類

年の途中で入社された方 前職の源泉徴収票

（すでに現職で提出済の場合は不要です）

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除

申告書
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3. 本年の給与情報

① 本年の給与情報をクリックしてください。

「本年の給与情報」の詳細な入力方法について

は、別添の「年末調整申請-本年の給与情報」

を参考に申告をお願いします。

【画面遷移】

「乙欄の源泉徴収票」については

入力せず、確定申告で申告

お願いします

「あなたの給与情報」の入力処理で「給与所得以外の所得合計額」について別途、メールでお送り

する「給与所得以外の所得金額計算.xlsm」をご利用ください。

ご利用する場合は、メール添付されているファイルをPCに保存してご利用ください。

☞　「あなたの給与情報」について （配偶者の給与情報も同様）

a. 収入金額

1～12月の概算給与収入金額（税込）を入力

b. 給与所得以外の所得合計金額

Excelで計算した結果を入力

「給与所得以外の所得金額計算.xlsm」

あなたの給与情報

前職の情報

配偶者の給与情報
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4. 保険料

① 保険料をクリックしてください。

「保険料」の詳細な入力方法について

は、別添の「年末調整申請ー保険料」

を参考に申告をお願いします。

【画面遷移】

生命保険料

地震保険料

社会保険料

小規模企業共済等掛金
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5. 住宅ローン

① 住宅ローンをクリックしてください

「住宅ローン」の詳細な入力方法について

は、別添の「年末調整申請ー住宅ローン」

を参考に申告をお願いします。
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6. 最終確認と提出

① 各申告内容の登録が完了しているかを確認

してください。

② 申告内容をプレビューで確認してください。

③ 内容が正しければ、提出して完了です。

【依頼事項】

提出完了後、用意していただいた必要書類は

各担当に原紙を送付していただきますよう、

お願いします。
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